
四街道市こどもルームにおける入所の基準等を定める要綱案及び四街道市こど

もルーム条例の一部を改正する条例案に係る意見提出手続において提出された

意見の概要と市の考え方 

 

 

令和６年９月 27日（金曜）から 10 月 28 日（月曜）までに「四街道市こどもルームにおけ

る入所の基準等を定める要綱案（以下「要綱」といいます。）及び四街道市こどもルーム条例

の一部を改正する条例案（以下「条例」といいます。）」に係る意見提出手続を実施したとこ

ろ、以下のとおり意見の提出があり、その意見に対する本市の考え方をまとめましたので、

公表します。 

 

１ 意見提出者数：２名（連名での提出） 

 

２ 意見提出件数：４件 

 

３ 意見の概要と市の考え方：次表のとおり 

【表中の「区分」について】 

○：意見の全部又は一部を要綱又は条例に反映したもの 

△：既に意見の全部又は一部を要綱又は条例に反映してあるもの 

□：本件意見提出手続の対象とならないもの 

№ 意見の概要 市の考え方 区分 

１ 

要綱第８条第３項の別表第１にお

いて、「保護者のいずれかが保育士の

資格を有し、かつ市内の保育所等で就

労（１か月当たり 48 時間以上労働す

ることを常態とするものに限り、入所

許可申請の日時点で現に就労してい

ないもの及び同時点で育児休業から

の復職を予定するものを含む。）して

いる」ときの基準点を 70 点としてい

るが、市内のこどもルームで就労して

いる支援員についても、同様の基準を

設けていただきたい。 

保育士について、その確保又は継続

雇用を推進するため優先入所の対象

とするならば、支援員についても同様

に取り扱うべきものであると考える。 

ご意見のとおり、市内のこどもルー

ムにおける支援員については、その確

保又は継続雇用を推進すべきもので

あると認められますので、「保護者の

いずれかが放課後児童支援員として

市内の放課後児童健全育成事業所で

就労（１か月当たり 48 時間以上労働

することを常態とするものに限り、入

所許可申請の日時点で現に就労して

いないもの及び同時点で育児休業か

らの復職を予定するものを含む。）し

ている」ときの基準点を 70 点とする

ものとして、要綱を修正します。 

○ 

  



№ 意見の概要 市の考え方 区分 

２ 

要綱第８条第３項の別表第１にお

いて「保護者のいずれかが妊娠中であ

り、又は出産後間がない状態にある」

ときの基準点を 30 点としているが、

育児休業の期間にあるときは、当該基

準点を付す対象となるのか。 

「出産後間がない状態」に該当する

期間が明記されていないため、人によ

って捉え方が変わる可能性がある。 

要綱第９条第３号により、四街道市

保育の必要性の認定に関する規則第

３条第２号の事由（妊娠中であるか又

は出産後間がないこと）に該当する場

合の入所期間の範囲を、「保護者の出

産の予定日以前８週間に当たる日か

ら出産の日後８週間を経過する日の

翌日が属する月の末日まで」と規定し

ております。 

従いまして、「出産後間がない状態」

に該当する期間については、入所期間

と同様に「出産の日後８週間を経過す

る日の翌日が属する月の末日まで」と

なるものであり、これを超える期間に

おいては、保護者のいずれかが育児休

業中であっても、「保護者のいずれか

が妊娠中であり、又は出産後間がない

状態にある」ときの基準点を付す対象

にはなりません。 

△ 

３ 

要綱第６条において、入所対象児童

を入所させるべきこどもルームの選

定事由に「保護者の希望」が含まれて

いるが、この事由を削除していただき

たい。 

保護者によって、個別のこどもルー

ムについて得られる情報の量に差が

あるため、入所先が保護者の任意とな

れば、得られる情報が少ない保護者に

とって不利な状況となる。 

また、保護者が希望する入所先を、

入所対象児童が希望していない可能

性がある。 

さらに、入所児童が特定のこどもル

ームに偏る恐れがある。 

以上のことから、入所先の選定は、

市に一任すべきものであると考える。 

選定事由としての「保護者の希望」

は、在籍する小学校のこどもルームに

おいて児童の受入れができない場合

等に、入所先を選定するため必要な事

由であるものと考えます。 

なお、要綱第６条は、入所対象児童

の入所先について、様々な事由を踏ま

えた上で、市長（事務の担当は健康こ

ども部保育課）の判断で選定すること

を規定するものであり、「保護者の希

望」は、その判断のための一要素とし

て例示するものです。 

従いまして、入所先の選定に当たっ

ては、ご懸念いただきました状況が生

じないよう、児童の安全確保、各こど

もルームの利用状況等の把握に注力

してまいります。 

△ 

  



№ 意見の概要 市の考え方 区分 

４ 

こどもルーム条例に、こどもルーム

運営事業における最低基準等を規定

していただきたい。 

こどもルームは、放課後児童健全育

成事業として運営するものであり、同

事業における最低基準は、四街道市放

課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例により

規定しております。 

□ 

 


